
様式第２号（第４条第１項関係） 

会 議 結 果 概 要 

会 議 の 名 称 令和５年度第５回 古河市の国民健康保険事業の運営に関する協議会 

開 催 日 時 令和６年２月１４日（水）午後１時３０分から午後２時１５分 

開 催 場 所 古河市役所 総和庁舎 ３階 特別会議室 

出 席 者 

【委 員】１７名中 １３名出席 

荒牧委員、宇都木委員、園部委員、関根（正）委員、秋葉委員、長濱委員、宇田

委員、阿久津委員、靏見委員、佐藤委員、落合委員、青木委員、鈴木委員 

【保険者】 

 近藤副市長 

【事務局】９名  

笠島健康推進部長、（国保年金課）尾花課長、稲葉副参事、會田補佐、吉原係長、

羽部係長、松葉係長、髙橋主幹 （健康づくり課）小野里課長 

議     題 令和６年度古河市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算（案）について 

審 議 の 内 容 

１．令和６年度古河市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算（案）について 

〈事務局より説明〉 

◆主な質疑等 
   ・特定健診事業の成果連動型の検討状況について 
  →今後、先進事例を参考に検討していく。 
  ・高額療養諸費の見込みについて 
  →被保険者数の減と医療の高額化により横ばいで見込んでいる。 
  ・出産育児諸費の内訳について 
  →出産育児一時金と連合会手数料である。 
  ・保険税と県補助金の関係について 
  →県補助金は保険給付費と連動し、保険税との関係はない。 
  ・退職者医療制度の補填について 
  →令和３年度以降、退職被保険者は０人のため、社保基からの補填はない。 
  ・紙の被保険者証の廃止について 
  →令和 6年 12月 2日に廃止、それまでに発行したものは有効期限まで有効。 
   廃止後は、被保険者証の代わりに資格確認書を交付する。 
 
２．その他 

 ・第２次古河市国民健康保険保健事業総合計画について 

 ・令和６年度第１回協議会の日程について（令和６年８月） 

  〈事務局より説明〉 

問 合 せ 先 

（事務局） 

古河市役所 健康推進部 国保年金課（古河庁舎） 

 ℡ 0280-22-5111（代） 内線：1017 

備     考  

 


